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食品安全委員会（第５８９回会合）議事概要

日 時:平成２７年１２月２２日（火） １４：００～１５：３４
場 所:食品安全委員会大会議室
出席者:佐藤委員長ほか６名出席
傍聴者:報道３名、行政機関５名、一般２０名

議事概要

（１）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について

・プリオン １案件
牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見直しについて

→厚生労働省から説明。
本件については、プリオン専門調査会において審議することとなっ

た。

（２）添加物専門調査会における審議結果について
・ 過酸化水素」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につい「
て

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価書（案）については、意見・情報の募集手続

に入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答（案）の作
成及び評価書（案）への反映を添加物専門調査会に依頼することとな
った。

（３）遺伝子組換え食品等専門調査会における審議結果について
「 」・ 除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズFG72系統
に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価書（案）については、意見・情報の募集手続

に入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答（案）の作
成及び評価書（案）への反映を遺伝子組換え食品等専門調査会に依頼
することとなった。

（４）新開発食品専門調査会における審議結果について
・ レア スウィート」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集「

について

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
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取りまとめられた評価書（案）については、意見・情報の募集手続
に入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答（案）の作
成及び評価書（案）への反映を新開発食品専門調査会に依頼すること
となった。

（５）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・添加物「過酢酸製剤及び同製剤に含有される物質（過酢酸、１－ヒ

ドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、オクタン酸、酢酸、
過酸化水素 」に係る食品健康影響評価について）

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
本件については、意見・情報の募集は行わないこととし、以前の

委員会で決定した評価結果と同じ結論とすることとなった。

・添加物「亜塩素酸ナトリウム」に係る食品健康影響評価について

→事務局から説明。
「亜塩素酸イオン」については、一日摂取許容量（ADI）を0.029m

g／kg 体重／日とする」
「 塩素酸イオン」については、添加物「亜塩素酸ナトリウム」が「

添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がない」
との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）に通知す
ることとなった。

・農薬「イミシアホス」に係る食品健康影響評価について
・農薬「サフルフェナシル」に係る食品健康影響評価について
・農薬「シフルメトフェン」に係る食品健康影響評価について
・農薬「チフェンスルフロンメチル」に係る食品健康影響評価につい

て
・農薬「フルエンスルホン」に係る食品健康影響評価について
・農薬「プロチオコナゾール」に係る食品健康影響評価について

→事務局から説明。
「イミシアホスの一日摂取許容量（ADI）を0.0005 mg／kg 体重／

日、急性参照用量（ARfD）を0.01 mg／kg 体重と設定する 」。

「サフルフェナシルの一日摂取許容量（ADI）を0.009 mg／kg 体

重／日、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照

用量（ARfD）を0.05 mg／kg 体重と設定し、一般の集団に対する急

性参照用量（ARfD）は設定する必要がない 」。

「シフルメトフェンの一日摂取許容量（ADI）を0.092 mg／kg 体

重／日、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がない 」。

「チフェンスルフロンメチルの一日摂取許容量（ADI）を0.0096 m
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、 （ ） 。」g／kg 体重／日 急性参照用量 ARfD を2 mg／kg 体重と設定する

「フルエンスルホンの一日摂取許容量（ADI）を0.014 mg／kg 体

重／日、急性参照用量（ARfD）を0.33 mg／kg 体重と設定する 」。

「プロチオコナゾールの一日摂取許容量（ADI）を0.011 mg／kg

体重／日、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参

照用量（ARfD）を0.02 mg／kg 体重、一般の集団に対する急性参照

用量（ARfD）を1 mg／kg 体重と設定する 」。

との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）に通知す

ることとなった。

・農薬及び動物用医薬品「アバメクチン」に係る食品健康影響評価に
ついて

→事務局から説明。
「 （ ） 、アバメクチンの一日摂取許容量 ADI を0.0006 mg／kg 体重／日
急性参照用量（ARfD）を0.005 mg／kg 体重と設定する との審議。」
結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）に通知することと
なった。

（６）食品安全関係情報（１１月２０日～１２月４日収集分）について

→事務局より報告。
世界保健機関（WHO）が１２月３日に公表した、報告書「食品由来

の疾病の世界的負荷推定」等の概要について報告。


